
Ⅰ.子ども・子育て支援新制度の概要
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○ 自公民３党合意を踏まえ、子ども・子育て関連３法が成立（平成24年８月）。幼児教育

・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進。

○ 消費税の引き上げにより確保する０．７兆円程度を含め、追加の恒久財源を確保し、

すべての子ども・子育て家庭を対象に、幼児教育・保育、地域の子ども・子育て支援の

質・量の拡充を図る。

○ 新制度は平成27年４月に本格施行。市町村が、地方版子ども・子育て会議の

意見を聴きながら、子ども・子育て支援事業計画を策定し、実施。

子ども・子育て支援新制度のポイント
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子ども・子育て関連３法（平成24年８月成立）の趣旨と主なポイント

◆３法の趣旨

自公民３党合意を踏まえ、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、

幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進

＊子ども・子育て関連３法とは、①子ども・子育て支援法②認定こども園法の一部改正法③児童福祉法の一部改正等関係法律の整備法

◆主なポイント
① 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）

及び小規模保育等への給付（「地域型保育給付」）の創設

＊地域型保育給付は、都市部における待機児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の

確保に対応

② 認定こども園制度の改善（幼保連携型認定こども園の改善等）

・幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督の一本化、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけ

・認定こども園の財政措置を「施設型給付」に一本化

③ 地域の実情に応じた子ども・子育て支援（利用者支援、地域子育て支援拠点、

放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」 ）の充実
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④ 市町村が実施主体

・ 市町村は地域のニーズに基づき計画を策定、給付・事業を実施

・ 国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に支える

⑤ 社会全体による費用負担

・ 消費税率の引き上げによる、国及び地方の恒久財源の確保を前提

（幼児教育・保育・子育て支援の質・量の拡充を図るためには、消費税率の引き上げにより確保する０.７兆円

程度を含めて１兆円超程度の追加財源が必要）

⑥ 政府の推進体制

・ 制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備（内閣府に子ども・子育て本部を設置）

⑦ 子ども・子育て会議の設置

・ 国に有識者、地方公共団体、事業主代表・労働者代表、子育て当事者、子育て支援当事者等（子ども・子育て支

援に関する事業に従事する者）が、子育て支援の政策プロセス等に参画・関与することができる仕組みとして、

子ども・子育て会議を設置

・ 市町村等の合議制機関（地方版子ども・子育て会議）の設置努力義務

⑧ 施行時期

・平成２７年４月に本格施行
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※ 幼保連携型については、認可・指導監
督の一本化、学校及び児童福祉施設とし
ての法的位置づけを与える等、制度改善
を実施

保育所

０～５歳

認定こども園 ０～５歳

幼稚園型 保育所型 地方裁量型

小規模保育、家庭的保育、

居宅訪問型保育、事業所内保育

施設型給付費

地域型保育給付費

幼稚園

３～５歳

①利用者支援事業

②延長保育事業

③実費徴収に係る補足給付を

行う事業

④多様な事業者の参入促進・

能力活用事業

⑤放課後児童健全育成事業

⑥子育て短期支援事業

⑦乳児家庭全戸訪問事業

⑧・養育支援訪問事業

・子どもを守る地域ネット

ワーク機能強化事業

⑨地域子育て支援拠点事業

⑩一時預かり事業

⑪病児保育事業

⑫子育て援助活動支援事業

（ファミリー・サポート・

センター事業）

⑬妊婦健診

地域子ども・子育て

支援事業

・企業主導型保育事業

⇒ 事業所内保育を主軸

とした企業主導型の多

様な就労形態に対応し

た保育サービスの拡大

を支援（整備費、運営

費の助成）

・企業主導型ベビーシッ

ター利用者支援事業

⇒ 繁忙期の残業や夜勤

等の多様な働き方をし

ている労働者が、低廉

な価格でベビーシッ

ター派遣サービスを利

用できるよう支援

・中小企業子ども・子

育て支援環境整備事業

⇒くるみん認定を活用

し、育児休業等取得

に積極的に取り組む

中小企業を支援

仕事・子育て

両立支援事業

幼保連携型

※ 私立保育所については、児童福祉法第24条によ

り市町村が保育の実施義務を担うことに基づく措

置として、委託費を支弁

子育てのための施設等利用給付子どものための教育・保育給付

施設等利用費

認定こども園・幼稚園・保育所・

小規模保育等に係る共通の財政支援

地域の実情に応じた

子育て支援
仕事と子育ての

両立支援

新制度の対象とならない幼稚園、

認可外保育施設、預かり保育等の

利用に係る支援

子ども･子育て支援新制度の概要

認可外保育施設等

・認可外保育施設

・一時預かり事業

・病児保育事業

・子育て援助活動支援事業

（ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業）

特別支援学校

新制度の対象とならない

幼稚園

預かり保育事業

※認定こども園（国立・公立大学法
人立）も対象

市町村主体 国主体
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○子ども･子育て支援法では、教育・保育を利用する子どもについて３つの認定区分が設けられ、これに従って施設
型給付等が行われる。（施設・事業者が代理受領）

認定区分 給付の内容
利用定員を設定し、

給付を受けることと
なる施設・事業

満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、２号認定子ど
も以外のもの（１号認定子ども）

（第１９条第１項第１号）

教育標準時間

（※）

幼稚園

認定こども園

満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、保護者の労

働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭にお

いて必要な保育を受けることが困難であるもの（２号認定子
ども）

（第１９条第１項第２号）

保育短時間

保育標準時間

保育所

認定こども園

満３歳未満の小学校就学前の子どもであって、保護者の労

働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭にお

いて必要な保育を受けることが困難であるもの（３号認定子
ども）

（第１９条第１項第３号）

保育短時間

保育標準時間

保育所

認定こども園

小規模保育等

施設型給付費等の支給を受ける子どもの認定区分

（※）教育標準時間外の利用については、一時預かり事業（幼稚園型）等の対象となる。
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市町村

利用者 幼稚園

※市町村によっては、幼稚園が利用者に代わって幼稚園就園奨励費を代理受領し、保育料
の軽減を図る仕組みを取っている。

学校教育

保育料

契 約

市町村

利用者 教育・保育施設
保育料

学校教育・保育の提供

・質の確保された学校教
育・保育の提供責務

・質の高い学校教育・
保育の提供

・応諾義務（正当な理
由のない場合）

【
幼
稚
園
】

【
保
育
所
】

＜新制度施行前＞ ＜新制度施行後＞

【
教
育
・
保
育
施
設
】

市町村

利用者 認可保育所

保育の実施

○ 市町村が客観的基準に基づき、教育・保育の利用時間を認定する（認定区分、事由(就労、介護等)、保育必要量(保育標準時間・保育短時間)）。

【認定区分】

○ 施設型給付については、保護者に対する個人給付を基礎とし、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、居住市町村から法定
代理受領する仕組みとする（保育料等は施設が利用者から徴収）。 私立保育所については右下図※印

○ 契約については、市町村の関与の下、保護者が自ら施設を選択し、保護者が施設と契約する公的契約とし、施設の利用の申込みがあっ
たときは、「正当な理由」がある場合を除き、施設に応諾義務を課す。 私立保育所については右下図※印

○ 入園希望者が定員を上回る場合は「正当な理由」に該当するが、この場合、施設は、国の選考基準に基づき、選考を行う。

※ １号認定子どもについては、施設の設置者が定める選考基準（選考方法）に基づき選考することを基本とする。２号・３号認定子どもについては、定員以上に応募がある場合、優
先利用に配慮しつつ、保育の必要度に応じて選定する。

※ 児童福祉法第２４条において、保育所における保育は市町村が実施することとされて

いることから、私立保育所における保育の費用については、施設型給付ではなく、従
前制度と同様に、市町村が施設に対して、保育に要する費用を委託費として支払う。

この場合の契約は、市町村と利用者の間の契約となり、利用児童の選考や保育料
の徴収は市町村が行うこととなる。

※ 上記の整理は、地域型保育給付にも共通するものである。

利用支援、あっせ

ん、要請、調整、
措置

保 育

公的契約

１号認定（支援法第１９条第１項第１号該当）・・・教育標準時間認定・満３歳以上 → 認定こども園、幼稚園

２号認定（支援法第１９条第１項第２号該当）・・・保育認定（標準時間・短時間）・満３歳以上 → 認定こども園、保育所

３号認定（支援法第１９条第１項第３号該当）・・・保育認定（標準時間・短時間）・満３歳未満 → 認定こども園、保育所、地域型保育

本制度における行政が関与した利用手続
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位置付け・役割
施設の認可・指導監督等

（認可） （確認）
財政措置

選考・保育料
等の取扱い

新

制

度

「施設型給付」
を受ける認定こ
ども園

（幼保連携型）

（幼稚園型）

○学校教育と保育
を提供する機関

（幼保連携型）

：学校と児童福祉

施設の位置付け

（幼稚園型）
：保育機能を認定

○市町村計画で把
握された「教育・保
育ニーズ」に対応

○幼保連携型

都道府県・指定都
市・中核市が、認可
・指導監督

○幼稚園型

都道府県が認可・
認定・指導監督

○幼保連携型・幼稚
園型共通

「給付の支給対象
施設」として、市町
村が確認・指導監
督

○「保育の必要性」の
認定を受けた利用者

：「保育時間」に対応す
る「施設型給付」※２

○その他の利用者

：「標準時間」に対応す
る「施設型給付」※２

○私学助成

（特別補助等）※３

○応諾義務

＊「正当な理由
」がある場合を
除く

○保育料ゼロ

＊教育・保育の
質の向上に必
要な対価（上
乗せ徴収）の
徴収可能

（保護者から文
章での同意が
必要）

＊物品購入費、
行事費、給食
費、通園送迎
費の徴収可能

（保護者からの
同意が必要）

「施設型給付」
を受ける幼稚園

○学校教育を提供
する機関

○市町村計画で把
握された「教育ニ
ーズ」に対応

○都道府県が認可・
指導監督

○「給付の支給対象
施設」として、市町
村が確認・指導監
督

○「標準時間」に対応
する「施設型給付」※２

○私学助成

（特別補助等）※３

従
前
ど
お
り

「施設型給付」
を受けない幼稚
園※１

○学校教育を提供
する機関

○都道府県が認可・
指導監督

○「給付の支給対象
施設」として、市町村
が確認・指導監督

○「施設等利用給付」
※２

○私学助成（一般補助・
特別補助）

○建学の精神に
基づく選考

○利用者負担は
設置者が設定

※新制度において、認可・指導監督等の一本化、
給付の共通化を行うことにより、幼保連携型
認定こども園の二重行政を解消

※認可等の際、都道府県は実施主体である市
町村との協議を行う

※１ 従前の私立幼稚園は、別段の申出を行わない限り「施設型給付」の対象として市町村から確認を受けたものとみなされている。
※２ 「施設型給付」「施設等利用給付」は国等が義務的に支出しなければならない経費であり、消費税財源が充当される。
※３ 特別支援教育や特色ある幼児教育の取組等に対する補助を実施。

子ども・子育て支援新制度における幼稚園の選択肢
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子どもが減少しても、認定こども
園を活用し、一定規模の子ども
集団を確保しつつ、教育・保育の
提供が可能

①認定こども園制度の改善
・幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設

・「二重行政の解消」「財政支援の充実」によ
り、地域実情に応じた展開が可能

施設・人員に余裕のある幼稚
園の認定こども園移行により、
待機児童の解消が可能

子どもが減少し、保育所（20人以

上）として維持できない場合でも、
小規模保育等として、身近な場
所で保育の場の維持が可能

②小規模保育等への財政支援の創設
・「小規模保育」（定員６～19人）、「保育ママ」

（定員１～５人）等に対する財政支援（地域
型保育給付）を創設

土地の確保が困難な地域でも、
既存の建物の賃借等により、
機動的な待機児童対策を講じ
ることが可能

地域子育て支援拠点（子育てひ
ろば）、一時預かりなど、在宅の
子育て家庭に対する支援を中心
に展開
※取組を容易とするための見直し

③地域の実情に応じた子育て支援の充実
・地域の実情に応じ、市町村の判断で実施で
きる１３の子育て支援事業を法定

・在宅の子育て家庭（０～２歳の子どもを持つ
家庭の７割）を中心とした支援の充実

延長保育、病児保育、放課後
児童クラブなど、多様な保育
ニーズに応える事業を中心に
展開

地域の実情に応じた子育て支援の展開

新制度の基盤

⑤社会全体による費用負担
・消費税率引上げにより、国・地方の恒久財源を確保

・質・量の充実を図るため、消費税率の引上げにより確保す
る０.７兆円程度を含めて１兆円超程度の追加財源が必要

④市町村が実施主体
・住民に身近な市町村に、子育て支援の財源と権限を一元化
・市町村は地域住民の多様なニーズを把握した上で、計画的
に、その地域に最もふさわしい子育て支援を実施

人口減少地域での展開 大都市部での展開子ども・子育て支援新制度の
主なポイント

子どもが減少する中で、適
切な育ちの環境を確保す
ることが課題

潜在的なニーズにまで応え
得る待機児童対策が課題

（保育所待機児童解消加速
化プランなど）
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国・地方の負担（補助）割合

国 都道府県 市町村 備考

施設型給付

私立 １／２ １／４ １／４

公立 － － １０／１０

地域型保育給付（公私共通） １／２ １／４ １／４

子育てのための施設等利用給付 １／２ １／４ １／４

地域子ども・子育て支援事業 １／３ １／３ １／３
妊婦健康診査,延長保育事業
（公立分）のみ市町村１０／１０

（注１）０歳～２歳児相当分については、事業主拠出金の充当割合（令和３年度15.44％）を控除した後の負担割合。
（注２）１号給付に係る国、地方の負担については、経過措置有り。 11

（注１.２） （注１.２） （注１.２）

（注１） （注１） （注１）



〇国において有識者、地方公共団体、事業主代表・労働者代表、子育て当事者、
子育て支援当事者等（子ども・子育て支援に関する事業に従事する者）が子育

て支援の政策プロセス等に参画・関与することができる仕組みとして

子ども・子育て会議を設置する（平成２５年４月）

〇市町村、都道府県においても地方版子ども・子育て会議を設置する
よう努めることとされている

※地方版子ども・子育て会議には、事業計画策定の審議を

行うとともに、継続的に点検・評価・見直しを行って

いく役割が期待されている。

子ども・子育て会議の設置
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子ども・子育て会議 委員及び専門委員

○子ども・子育て会議 委員

○子ども・子育て会議 専門委員

（50音順）
※令和３年６月18日現在

秋田 喜代美
王寺 直子
大下 英和
大日向 雅美
奥山 千鶴子
長田 朋久
小塩 隆士
柏女 霊峰
加藤 篤彦
古口 達也
駒崎 弘樹
佐藤 好美
月本 喜久
手島 恒明

学習院大学文学部教授
NPO法人全国認定こども園協会副代表理事
日本商工会議所産業政策第二部長
恵泉女学園大学学長
NPO法人子育てひろば全国連絡協議会理事長
（公社）全国私立保育連盟副会長
一橋大学経済研究所教授
淑徳大学総合福祉学部教授
（公社）全国幼児教育研究協会理事
茂木町長
NPO法人全国小規模保育協議会理事長
（株）産経新聞社論説委員

全日本私立幼稚園ＰＴＡ連合会副会長
（一社）日本経済団体連合会人口問題委員会企画部会長

徳倉 康之
中川 一良
野澤 祥子

松田 茂樹
三日月 大造
水谷 豊三
箕輪 恵美
茂木 英子
森田 信司
山内 五百子
山本 和代

NPO法人ファザーリング・ジャパン理事
（福）健光園京都市北白川児童館館長
東京大学大学院教育学研究科附属
発達保育実践政策学センター准教授
中京大学現代社会学部教授
滋賀県知事
全日本私立幼稚園連合会政策委員長
全国国公立幼稚園・こども園長会会長
安中市長
（福）全国保育協議会副会長
（福）日本保育協会理事・女性部長
日本労働組合総連合会副事務局長

大川 洋二
岡本 美和子
尾木 まり
木村 義恭
高橋 善之

（一社）全国病児保育協議会会長
（公社）日本助産師会常任理事
（公社）全国保育サービス協会副会長
（一社）全国認定こども園連絡協議会会長
大館市教育長

中正 雄一
則武 直美
水嶋 昌子
渡辺 弘司

（一社）日本こども育成協議会副会長
全国児童養護施設協議会副会長
NPO法人家庭的保育全国連絡協議会理事長
（公社）日本医師会常任理事
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地方版子ども・子育て会議について

○ 子ども・子育て支援法第７７条に規定する「審議会その他の合議制の機関」又は同法の規定により意見を
聴くべき保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者（「地方版子ども・子育て会議」）に関する規定は、国
の子ども・子育て会議の設置に関する規定と同じく、平成２５年４月１日に施行。

○ 地方版子ども・子育て会議の役割は、次のとおりである。

＜地方公共団体向けＱ＆Ａ（平成２５年４月内閣府）＞

Ｑ 地方版子ども・子育て会議の役割は何か。

Ａ
条例で地方版子ども・子育て会議を設置した場合、自治体が、教育・保育施設や地域型保育事業の利用

定員を定める際や、市町村計画、都道府県計画を策定・変更する際は、この会議の意見を聴かなければなら
ないとされている。また、同会議においては、自治体における子ども・子育て支援に関する施策の総合的
かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況について、調査審議することとされている。

地方版子ども・子育て会議は、市町村計画、都道府県計画等へ、地域の子育てに関するニーズを反映し
ていくことを始め、自治体における子ども・子育て支援施策が地域の子ども及び子育て家庭の実情を踏まえ
て実施されることを担保するなど、重要な役割を果たすことが期待されている。特に、児童福祉、幼児教育、
双方の観点を持った方々の参画を得て、地域における子ども・子育て支援について調査審議していただく必
要がある。

市町村計画、都道府県計画を策定する際に審議を行うことは同会議の重要な役割の一つであるが、計画
を策定すれば終わりということではなく、子育て支援施策の実施状況を調査審議するなど、継続的に点検・評
価・見直しを行っていく（ＰＤＣＡサイクルを回していく）役割が期待されている。
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地方版子ども・子育て会議の設置状況について

平成２６年４月２３日

内 閣 府

平成２６年２月２８日時点での地方自治体（都道府県、市区町村）における「地方版子ども・子育て会議」（子ども・子育て

支援法第７７条に基づき条例により設置した「審議会その他の合議制の機関」のほか、規則、要綱、申し合わせ等により
設置した子ども・子育て支援についての会議体を含む。）の設置状況を調査したところ、その結果は以下のとおり。

○設置措置済み自治体は１４８１団体（８２．８％）（１１月１日時点では、１２７１団体（７１．０％））。

○設置措置済みと今後対応予定を合わせると、１７５６団体（９８．２％）とほとんどの自治体が設置済みないし設置予定。

【設置状況について】

設置措置済み 今後対応予定 会議体を置かない 方針未定 合計

全体 １４８１団体（82.8%） ２７５団体（15.4%） １９団体（1.1%） １４団体（0.8%） １７８９ 団体

１１月１日時点 １２７１団体（71.0%） ４８６団体（27.2%） １５団体（0.8%） １７団体（1.0%） １７８９ 団体

都道府県 ４１ 団体 ６ 団体 ０ 団体 ０ 団体 ４７ 団体

市区町村 １４４０ 団体 ２６９ 団体 １９ 団体 １４ 団体 １７４２ 団体

うち政令市 ２０ 団体 ０ 団体 ０ 団体 ０ 団体 ２０ 団体

うち中核市 ４２ 団体 ０ 団体 ０ 団体 ０ 団体 ４２ 団体
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